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鹿児島県地域優良分譲住宅及び鹿児島県地域活性化分譲住宅利子補給金交付要綱

（趣旨）

第１条 知事は，鹿児島県住宅供給公社（以下「公社」という。）が，公営住宅等関連事

業推進事業制度要綱（平成６年６月２３日付け建設省住建発第５５号建設省住宅局長通

達）第２に規定する住宅マスタープラン（以下「住宅マスタープラン」という。）に基

づき供給する地域優良分譲住宅及び地域活性化分譲住宅（以下「地域優良分譲住宅等」

という。）を購入した者又は公社の分譲宅地において地方住宅供給公社法施行規則第 27

条第１項に規定する住宅の規模で住宅マスタープランに規定する地域優良分譲住宅制度

運用基準（２）に適合する住宅（以下「地域優良住宅」という。）を建築した者に対し，

予算の範囲内において，住宅金融支援機構からの借入金及び当該機構が民間金融機関と

提携する証券化支援事業に係る借入金（以下「証券化支援事業」という。）に対する利

子補給金を交付するものとし，その交付については，鹿児島県補助金等交付規則（昭和

６３年鹿児島県規則第１号。以下「規則」という。）に定めるほか，この要綱に定める

ところによる。

（定義）

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。

（１）利子補給金 住宅金融支援機構融資又は証券化支援事業融資（公社の分譲宅地の購

入に係る融資を含む。）に係る基本貸付相当の融資残高に年１％の率を乗じて得た額

の当初５年間にわたる合計の額をいう。

（２）資金交付日 住宅金融支援機構（証券化支援事業取扱民間金融機関を含む。）から

当該住宅の購入資金に係る借入金を受けた日をいう。

（３）毎月払い借入金 住宅金融支援機構の金銭消費貸借抵当権設定契約又は証券化支援

事業による金銭消費貸借契約（以下「金消契約」という。）に定められた毎月払いの

償還に係る借入金をいう。

（４）６か月払い借入金 金消契約に定められた６か月払いの増額償還に係る借入金をい

う。

（５）償還日 金消契約に定められた償還日をいう。

（６）増額償還日 償還日のうち，金消契約に定められた増額償還月に属する償還日をい

う。

（交付対象者）

第３条 利子補給金の交付の対象となる者は，住宅マスタープランに基づき地域優良分譲

住宅等の譲受人として選定された者又は別に定める選定基準に基づき地域優良住宅の建

築予定者として選定された者とする。

２ 前項に規定する交付対象者の選定等については，次の各号に定めるところによる。

（１）公社理事長（以下「理事長」という。）は，交付対象者を選定する。

（２）理事長は，前項に規定する選定を行った後，交付対象者を決定し，交付対象者に対



する利子補給の確認を地域優良分譲住宅等に係る援助対象者確認申請書（別記第１号

様式。以下「確認申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて知事に申請するもの

とする。

ア 地域優良分譲住宅等に係る援助対象者（別記様式第２号）

イ 所得額証明書（市町村長が発行したもの）

ウ 県税について未納がないことの証明書

エ その他知事が必要と認める書類

（３）知事は，確認申請書が提出されたときは，交付対象者の適否を審査，確認し，理事

長に通知する。

（利子補給期間）

第４条 利子補給期間は，毎月払い借入金又は６か月払い借入金の区分に応じ，別表第１

に掲げる期間とする。

（利子補給金の限度）

第５条 利子補給金の総額の限度は，次の各号に定めるところによる。

（１）住宅金融支援機構との金消契約の場合は，前条に規定する利子補給期間における毎

月払い借入金及び６か月払い借入金の支払利息総額それぞれに 0.01 を乗じ，借入利

息の率で除して得た額を合計した額とする。ただし，毎月払い借入金及び６か月払い

借入金それぞれの前条に規定する利子補給期間の支払利息総額を合計した額を上限と

する。

（２）証券化支援事業による金消契約の場合は，前条に規定する利子補給期間における毎

月払い借入金及び６か月払い借入金の支払利息総額それぞれに 0.01 を乗じ，借入利

息の率で除した額に，地域優良分譲住宅及び地域優良住宅にあっては 0.8125 を，地域

活性化住宅にあっては 0.875 を乗じて得た額を合計した額とする。ただし，毎月払い

借入金及び６か月払い借入金それぞれの前条に規定する利子補給期間の支払利息総額

を合計した額を上限とする。

２ 前条に規定する利子補給期間における支払利息の額及び借入利息の率は，住宅金融支

援機構業務取扱店又は証券化支援事業取扱民間金融機関が発行する書面に基づくものとす

る。

（利子補給金の交付方法）

第６条 利子補給金の交付は年２回行うこととし，１回に交付する利子補給金の額は，第

５条により算出した利子補給金の額を，毎月払いの場合にあっては６０，６か月払いの

場合にあっては１０で除して得た額（１０円未満は切り捨てる。）に毎年１月１日から

６月３０日まで（以下「前期」という。）及び７月１日から１２月３１日まで（以下「後

期」という。）の期間中に住宅金融支援機構又は証券化支援事業借入金を償還した回数

を乗じて得た額とする。

（利子補給の承認申請等）



第７条 利子補給金の交付を受けようとする者は，公社の一般分譲住宅を購入する場合又

は地域優良住宅を建築する場合にあっては住宅金融支援機構又は証券化支援事業取扱民

間金融機関に対し地域優良分譲住宅等又は地域優良住宅に係る取得資金の借入申込みを

行った後，公社の積立分譲住宅を購入する場合にあっては公社と住宅積立分譲に関する

契約を締結した後，速やかに地域優良分譲住宅・地域活性化分譲住宅利子補給承認申請

書（別記第３号様式。以下「承認申請書」という。）に地域優良分譲住宅等又は地域優

良住宅の取得者であることを証する書類（公社が発行したもの）を添えて知事に提出し

なければならない。

２ 知事は，承認申請書が提出されたときは，利子補給を承認し，その旨を地域優良分譲

住宅・地域活性化分譲住宅利子補給承認通知書（別記第４号様式）により当該申請者に

通知する。

（利子補給金の交付の申請）

第８条 前条第２項の規定により利子補給を受けることを承認された者は，地域優良分譲

住宅・地域活性化分譲住宅利子補給金交付申請書（別記第５号様式。以下「交付申請書」

という。）に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

（１）金銭消費貸借抵当権設定契約書の写し（住宅金融支援機構業務取扱店が発行したも

の）又は金銭消費貸借契約書の写し（証券化支援事業取扱民間金融機関が発行したも

の）

（２）土地及び建物の登記事項証明書（ただし，全部事項証明書に限る。）の写し

（３）第４条に規定する利子補給期間における支払利息の額及び借入利息の率が確認でき

る書面の写し（住宅金融支援機構業務取扱店又は証券化支援事業取扱民間金融機関が

発行したもの）

（利子補給金の交付の決定）

第９条 知事は，前条の規定による交付申請書が提出されたときは，第６条の規定に基づ

き利子補給金の交付総額その他必要な事項を決定し，その旨を地域優良分譲住宅・地域

活性化分譲住宅住宅利子補給金交付決定通知書（別記第６号様式）により当該申請者に

通知する。

（利子補給金の交付）

第 10 条 規則第１６条第１項の補助金等交付請求書は，別記第７号様式のとおりとし，

請求書に添付する書類は住宅金融支援機構又は証券化支援事業借入金償還証明書（別記

第８号様式）とする。

２ 前項の補助金等交付請求書の提出期限は，前期に係るものにあっては７月３１日，後

期に係るものにあっては翌年の１月３１日とする。

（報告）

第 11 条 利子補給金の交付決定の通知を受けた者は，次の（１）から（３）の一に該当



する場合は，地域優良分譲住宅・地域活性化分譲住宅借入金繰上償還等報告書（別記第

９号様式）により，その旨を直ちに理事長を経由して知事に報告しなければならない。

（１）住宅金融支援機構又は証券化支援事業取扱民間金融機関に対し，借入金の繰上償還

を行った場合

（２）氏名又は住所の変更があった場合

（３）住宅金融支援機構又は証券化支援事業取扱民間金融機関に対する割賦償還金の償還

を行わなかった場合

（利子補給金の打切り等）

第 12 条 繰上げ償還を行った後の利子補給金額は，繰上げ償還を行った日以後に交付す

ることとしていた利子補給金額から繰上げ償還金額を減じた額とし，当該額が零又は負

の数値となる場合においては，利子補給を打ち切るものとする。

２ 次の(1)から(7)の一に該当する場合は，利子補給金の交付を打ち切ることができるも

のとする。

（１）第１１条の報告を正当な理由なく，当該事実が発生した日から１か月以上怠った場

合

（２）当該住宅の購入申請時から利子補給が終了するまでの間に提出した書類に虚偽があ

った場合

（３）公社との住宅譲渡契約に定められた条項に違反した場合

（４）住宅金融支援機構又は証券化支援事業取扱民間金融機関に対する割賦償還金の償還

を６か月以上延滞した場合

（５）当該住宅を居住の用途以外の用途に供した場合

（６）第三者に所有権を移転した場合

（７）死亡した場合

３ 住宅金融支援機構又は証券化支援事業取扱民間金融機関に対する割賦償還金の遅延が

あった場合においては，償還がなされるまでの間利子補給金の交付を停止し，償還があ

った日の直後の利子補給交付日に一括して交付するものとする。

（事務委任）

第 13 条 利子補給の対象者は，第 10 条に規定する利子補給金の請求及び受領の権限を住

宅金融支援機構業務取扱店又は証券化支援事業取扱民間金融機関に委任することができ

る。

（雑則）

第 14 条 この要綱に定めるもののほか，利子補給に関し必要な事項は，知事が別に定め

る。

附則

１ この要綱は，平成７年１２月１２日から施行する。



２ この要綱は，この要綱の施行の日以後に交付の決定がなされた補助金等について適用

し，同日前に交付の決定がなされた補助金等については，なお従前の例による。

附則

１ この要綱は，平成１４年４月１日から施行する。

附則

１ この要綱は，平成１７年３月７日から施行する。

附則

１ この要綱は，平成１８年４月１日から施行する。

附則

１ この要綱は，平成１９年２月１５日から施行する。

２ この要綱の施行の日以前に利子補給金の交付決定がなされた者に対する利子補給金の

交付は，なお従前の例による。

附則

１ この要綱は，平成１９年４月１日から施行する。

附則

１ この要綱は，平成２７年３月１３日から施行する。



別表第１（第４条関係）

住宅金融支援機構及び証券 利子補給期間

化支援事業による借入金の

区分

毎月払い借入金 資金交付日の翌日以後の１回目の償還日から

起算して５年間

６か月払い借入金 資金交付日の翌日以後の１回目の増額償還日

から起算して５年間



別記

第１号様式（第３条関係）

第 号

平成 年 月 日

鹿児島県知事 殿

鹿児島県住宅供給公社理事長 印

地域優良分譲住宅等に係る援助対象者確認申請書

別添の購入予定者について，地域優良分譲住宅等又は地域優良住宅に係る援助の対

象者となることの確認をお願いします。



第２号様式（第３条関係）

地域優良分譲住宅等に係る援助対象者

１ 団地名

２ 種別

(1) 地域優良分譲住宅一般型

(2) 地域優良分譲住宅（老人・身障者等以外）

(3) 地域優良分譲住宅（老人・身障者等）

(4) 地域活性化分譲住宅

(5) 地域優良住宅

３ 対象者

氏 名 住 所 備 考

４ 公共団体記入欄

認定番号 認定年月日 認定者印



第３号様式（第７条関係）

平成 年 月 日

鹿児島県知事 殿

住所

T E L

氏名 印

地域優良分譲住宅・地域活性化分譲住宅利子補給承認申請書

鹿児島県補助金等交付規則並びに鹿児島県地域優良分譲住宅及び鹿児島県地域活性

化分譲住宅利子補給金交付要綱第７条第１項の規定に基づき，地域優良分譲住宅（

団地）及び地域活性化分譲住宅 （ 団地）又は地域優

良住宅（ 団地）に係る利子補給を承認してくださるよう申請します。

（添付書類）

地域優良分譲住宅等の取得者であることを証する書類

（鹿児島県住宅供給公社が発行したもの）



第４号様式（第７条関係）

平成 年 月 日

殿

鹿児島県知事 印

地域優良分譲住宅・地域活性化分譲住宅利子補給承認通知書

平成 年 月 日付けで申請のあった地域優良分譲住宅（ 団地）

及び地域活性化分譲住宅（ 団地）又は地域優良住宅（ 団地）

に係る利子補給については，鹿児島県補助金等交付規則並びに鹿児島県地域優良分譲住

宅及び鹿児島県地域活性化分譲住宅利子補給金交付要綱第７条第２項の規定に基づき承

認したので通知します。



第５号様式（第８条関係）

平成 年 月 日

鹿児島県知事 殿

住所

T E L
氏名 印

地域優良分譲住宅・地域活性化分譲住宅利子補給金交付申請書

鹿児島県補助金等交付規則並びに鹿児島県地域優良分譲住宅及び鹿児島県地

域活性化分譲住宅利子補給金交付要綱第８条第１項の規定に基づき，下記のと

おり関係書類を添えて利子補給金の交付を申請します。

記

１ 利子補給金総額 金 円

整理 償還方 住宅金融支援機構 償 還 ５年間の １回の償還

法の区 又は証券化支援事 利子補給 に係る利子

番号 分 業による借入金額 期 間 金額 補給金額

※ 毎 月 万円 年 円 円

６か月 万円 年 円 円

第１回償還年月日 利子補給対象開始年月日

資金交付日

毎 月 ６か月 毎 月 ６か月

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

２ 団地名 団地

３ 関係書類

(1) 金銭消費貸借抵当権設定契約書の写し（住宅金融支援機構業務取扱店が発行
したもの）または金銭消費貸借契約書の写し（証券化支援事業取扱民間金融

機関が発行したもの）

(2) 土地及び建物の登記事項証明書(ただし，全部事項証明書に限る。)の写し
(3) 鹿児島県地域優良分譲住宅及び鹿児島県地域活性化分譲住宅利子補給金交付
要綱第４条に規定する借入期間における支払利息の額及び借入利息の率が確

認できる書面の写し（住宅金融支援機構業務取扱店又は証券化支援事業取扱

民間金融機関が発行したもの）

（注）※は，記入しないでください。



第６号様式

第 号

平成 年 月 日

（建築課住宅政策室扱い）

殿

鹿児島県知事 印

地域優良分譲住宅・地域活性化分譲住宅利子補給金交付決定通知書

平成 年 月 日付けで申請のあった地域優良分譲住宅（ 団地）

及び地域活性化分譲住宅（ 団地）又は地域優良住宅（ 団地）

に係る利子補給金の交付については，鹿児島県補助金等交付規則並びに鹿児島県地域

優良分譲住宅及び鹿児島県地域活性化分譲住宅利子補給金交付要綱第９条の規定に基

づき，下記のとおり交付決定したので通知します。

記

１ 利子補給金の総額等

整理番号 第 号

住宅金融支援機構又は証券 毎月払い借入金 ６か月払い借入金

化支援事業による借入金の

区分

利子補給の対象期間 平成 年 月 日 平成 年 月 日

から５年間 から５年間

５年間の利子補給金額 (A) (B)
円 円

１回の償還に係る利子補給 (A/60) (B/10)
金額 円 円

利子補給金の総額 (A+B)
円

１回の利子補給金請求に対 １回の償還に係る利子補給金額に毎年１月

して交付する金額 １日から６月３０日まで（前期）及び７月

１日から１２月３１日まで（後期）の期間

中に償還した回数を乗じて得た額とする。



２ 利子補給金の交付の条件

(1) 次のアからウの一に該当する場合は，その旨を直ちに報告しなければな

らない。

ア 住宅金融支援機構または証券化支援事業取扱民間金融機関に対し，借

入金の繰上償還を行った場合

イ 氏名又は住所の変更があった場合

ウ 住宅金融支援機構または証券化支援事業取扱民間金融機関に対する割

賦償還金の償還を行わなかった場合

(2) 繰上償還を行った後の利子補給金額は，繰上償還を行った日以後に交付

することとしていた利子補給金額から繰上償還金額を減じた額とし，当該

額が零又は負の数値となる場合においては利子補給を打ち切るものとする

(3) 住宅金融支援機構または証券化支援事業取扱民間金融機関に対する割賦

償還金の延滞があった場合においては，償還されるまでの間利子補給金の

交付を停止し，償還があった日の直後の利子補給金交付日に一括して交付

するものとする。

(4) 次のアからキの一に該当する場合は，利子補給金を打ち切ることができ

るものとする。

ア (1) の報告を正当な理由なく，当該事実が発生した日から１か月以上

怠った場合

イ 住宅の購入申込時から利子補給が終了するまでの間提出した書類に虚

偽があったと判明した場合

ウ 鹿児島県住宅供給公社との間の住宅譲渡契約に定められた条項に違反

した場合

エ 住宅金融支援機構または証券化支援事業取扱民間金融機関に対する割

賦償還金の償還を６か月以上延滞した場合

オ 住宅を居住の用途以外の用途に供した場合

カ 第三者に所有権の移転をした場合

キ 死亡した場合



第７号様式（第１０条関係）

地域優良分譲住宅・地域活性化分譲住宅利子補給金請求書

一金 円

ただし，平成 年 月 日から平成 年 月 日まで６か月分の利子補給金

上記のとおり請求します。

平成 年 月 日

住所

T E L
氏名 印

鹿児島県知事 殿

利子補給金積算基礎

整理番号 第 号 平成 年度 前期・後期

償還方 住宅金融 １回の償還 償 還

法の区 支援機構 に係る利子 対 象 期 間 し た 申請額

分 または証 補給金額 回 数

券化支援

事業によ

る借入金

額

毎 月 万円 円 平成 年 月 日～ 回 円

平成 年 月 日

６か月 万円 円 平成 年 月 日～ 回 円

平成 年 月 日

利子補給の振込先

金融機関名 支店名 口座名義人 当座・普通 口座番号

（添付書類）

住宅金融支援機構または証券化支援事業借入金償還証明書



第８号様式（第１０条関係）

住宅金融支援機構または証券化支援事業借入金償還証明書

平成 年 月 日

鹿児島県知事 殿

住所

T E L
氏名 印

住宅金融支援機構または証券化支援事業借入額

毎月払い分（ 万円） ６か月払い分（ 万円）

約 定 実 行

備考

償 還 日 償還金額 償 還 日 償還金額

償

月 日 月 日

月 日 月 日

還

月 日 月 日

月 日 月 日

状

月 日 月 日

月 日 月 日

況

月 日 月 日

月 日 月 日

上記償還実行について事実に相違ないことを証明します。

平成 年 月 日

金融機関名 印

（支店名）



第９号様式（第１１条関係）

平成 年 月 日

（鹿児島県住宅供給公社経由）

鹿児島県知事 殿

住所

T E L
氏名 印

地域優良分譲住宅・地域活性化分譲住宅借入金繰上償還等報告書

平成 年 月 日付けで申請したこのことについて，下記のとおりそ

の内容を変更しましたので報告します。

記

１ 変更の内容

ア 住宅金融支援機構または証券化支援事業に対する借入金の繰上償還

イ 住所，氏名の変更

ウ 住宅金融支援機構または証券化支援事業に対する割賦償還金の償還を行わな

かった場合

２ 変更理由

３ 鹿児島県住宅供給公社理事長の意見

鹿児島県住宅供給公社理事長 印

４ 添付書類

変更の内容を証明できるもの

※ 変更内容については，当該事項を○で囲んでください。




